
徳
島
県
規
則
第
六
十
八
号

火
薬
類
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

火
薬
類
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

火
薬
類
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
三
年
徳
島
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
第
二
条
中
「
⑷
」
を
「
⑺
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
号
中
「
第
九
条
」
を
「
第
八
十
一
条
の
十
四
」
に
、
「
毎
月
」
を
「
毎
年
度
」
に
改
め
、

同
条
第
二
号
中
「
第
九
条
」
を
「
第
八
十
一
条
の
十
四
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
十
二
条
」
を
「

第
八
十
一
条
の
十
四
」
に
、
「
毎
月
」
を
「
毎
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第

八
十
一
条
の
十
四
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
八
十
一
条
の
十
四
」
に
改
め
、
同

条
第
六
号
中
「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
八
十
一
条
の
十
四
」
に
、
「
毎
月
」
を
「
毎
年
度
」
に
改
め
、
同

条
第
七
号
中
「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
八
十
一
条
の
十
四
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
を
削
り
、
同
条
第
九

号
中
「
様
式
第
八
号
」
を
「
様
式
第
七
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
十
号
中
「
様

式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
八
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号

を
削
り
、
同
条
第
十
三
号
中
「
第
八
十
三
条
」
を
「
第
八
十
一
条
の
十
四
」
に
、
「
様
式
第
十
二
号
」
を

「
様
式
第
九
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
十
四
号
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を

「
第
八
十
一
条
の
十
四
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
一
号
と
し
、
同
条
第
十
五
号
中
「
第
四
十
八
条
第

三
項
」
を
「
第
八
十
一
条
の
十
四
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
二
号
と
し
、
同
条
第
十
六
号
中
「
第
五

十
六
条
の
六
」
を
「
第
八
十
一
条
の
十
四
」
に
、
「
毎
月
」
を
「
毎
年
度
」
に
、
「
様
式
第
十
三
号
」
を

「
様
式
第
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
三
号
と
し
、
同
条
第
十
七
号
中
「
第
六
十
五
条
第
二
項
」

を
「
第
八
十
一
条
の
十
四
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
四
号
と
し
、
同
条
第
十
八
号
を
削
り
、
同
条
第

十
九
号
中
「
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
六
十
七
条
の
二
」
に
、
「
様
式
第
十
五
号
」
を
「
様
式

第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
五
号
と
し
、
同
条
第
二
十
号
中
「
様
式
第
十
六
号
」
を
「
様
式

第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
六
号
と
し
、
同
条
第
二
十
一
号
中
「
様
式
第
十
七
号
」
を
「
様

式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
七
号
と
し
、
同
条
第
二
十
二
号
を
削
り
、
同
条
第
二
十
三
号

中
「
様
式
第
十
九
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
八
号
と
し
、
同
条
第
二
十
四

号
中
「
様
式
第
二
十
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
九
号
と
し
、
同
条
第
二
十

五
号
中
「
様
式
第
二
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
号
と
す
る
。

第
五
条
第
一
号
中
「
第
十
六
条
第
三
号
ト
」
を
「
第
十
六
条
第
三
号
ヘ
」
に
、
「
同
条
第
四
号
へ
」
を

「
同
条
第
四
号
ホ
」
に
、
「
様
式
第
二
十
二
号
」
を
「
様
式
第
十
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
様

式
第
二
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
八
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
、
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
三
号
」
を
削
り
、
「
第
十
五
号
」
を
「
第
十
二
号
」
に
、
「

第
十
七
号
」
を
「
第
十
四
号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
中
「第

９
条

」
を
「第

８
１
条
の
１
４

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
中
「第

１
２
条

」
を
「第

８
１
条
の
１
４

」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
号
中
「第

３
４
条

」
を
「第

８
１
条
の
１
４

」
に
改
め
る
。

様
式
第
七
号
を
削
り
、
様
式
第
八
号
を
様
式
第
七
号
と
し
、
様
式
第
九
号
を
様
式
第
八
号
と
す
る
。

様
式
第
十
号
及
び
様
式
第
十
一
号
を
削
る
。



「相
続

「相
続

様
式
第
十
二
号
中

遺
贈

を

遺
贈

に
、
「第

８
３
条

」
を
「第

８
１
条
の
１
４

法
人
の
合
併

」

法
人
の
合
併

法
人
の
分
割

」

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
九
号
と
す
る
。

様
式
第
十
三
号
中
「第

５
６
条
の
６

」
を
「第

８
１
条
の
１
４

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
号
と

す
る
。

様
式
第
十
四
号
を
削
る
。

様
式
第
十
五
号
中
「認

可
の
認
可

を
「認

可

に
、
「第

６
７
条
の
２
第
１
項

」
を
「第

６
変
更

」
変
更
の
認
可

」

７
条
の
２

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一
号
と
し
、
様
式
第
十
六
号
を
様
式
第
十
二
号
と
し
、
様
式

第
十
七
号
を
様
式
第
十
三
号
と
す
る
。

様
式
第
十
八
号
を
削
り
、
様
式
第
十
九
号
を
様
式
第
十
四
号
と
し
、
様
式
第
二
十
号
か
ら
様
式
第
二
十

二
号
ま
で
を
五
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

「

「
存
置
し
た
原

存
置
し
た
原
温
湿
度

料
等

料
等

種
類
数
量

種
類
数
量
℃
％
，

様
式
第
二
十
三
号
の
そ
の
一
中

を

に
改
め
、

」

」

同
そ
の
一
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

「温
湿
度

」欄
は
火
薬
類
一
時
置
場
に
無
煙
火
薬
を
存
置
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
火
薬
類

，

一
時
置
場
に
設
置
し
た
温
湿
度
記
録
計
の
記
録
を
記
載
す
る
こ
と
。

様
式
第
二
十
三
号
を
様
式
第
十
八
号
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
火
薬
類
取
締
法
施
行
細
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）



の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
火
薬
類
取
締
法
施
行
細
則
（
以
下
「
新
規
則
」

と
い
う
。
）
の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
備
え
ら
れ
て
い
る
旧
規
則
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
は
、
新
規
則
の
相
当
規

定
に
よ
る
帳
簿
と
み
な
す
。


